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令和８年度

土岐市地域公共交通活性化協議会 予算（案）
及び事業計画（案）



令和７年度土岐市地域公共交通活性化協議会当初予算

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，４７８千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる
場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した経費に係る予算額に過不足を生じ、会長が予算執行上必要があると認めた場合における同

一款内で、これらの経費の各項の間の流用。

土岐市地域公共交通活性化協議会会長
土岐市副市長 鷲見 直人



歳入 （単位：円）

１　負担金 １　負担金 １　負担金 １　市負担金 5,478 土岐市

5,478

歳出 （単位：千円）

７　報償費 396 謝礼金

８　旅費 17 費用弁償

1０ 需用費 16 食糧費

小　計 429

８　旅費 15 普通旅費

1０ 需用費 6 消耗品費

１１役務費 1

小　計 22

1２  委託費 5,027 現計画推進業務委託、第2次土岐市公共交通計画策定業務委託

小　計 5,027

5,478

１　会議費 １　会議費

合　計

目

２　事務費 １　事務費

合　計

節

款 項

２　事業費

１　運営費

款 項

１　事業費 １　事業費

第１表　歳入歳出予算

説明

説明節

予算額

予算額目



(事業)

● 第二次土岐市公共交通計画策定

● 南北軸の強化　【施策1-2】

● 地域交通（駄知どんぶりバス）の運営支援(運行経費は市より補助)　【施策2-1】

● 地域交通検討の推進　【施策2-2】

● 市内高校説明会におけるバス通学マップの配布　【施策2-3】

● 市民バス・のってこ利用者アンケート調査　【施策2-4】

● 路線バスと市民バスの共通乗車券の検討 【施策3-3】※代替案を検討

令和８年度 土岐市地域公共交通活性化協議会　事業計画（案）


